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国土交通省関係第 3次補正予算概要

第 3次補正予算国費総額 1兆 2. 448億円

1 東日本大震災復旧・復興に係る経費 1兆473億円
うち公共事業関係費 7. 1 9 1億円
非公共事業関係費 3.2自 2億円
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2. 災害復旧関係費(東日本大震災関係を除く)
1. 9 7 5億円

O公共土木施設等
O既設公曽住宅等
O空港
O航路標識
O海上保安施設

1. 9 70億円
2 j;意円

1億円
1億円
1 j意同

※計数は四捨E入の関係で端散において合計と一致しない場合がある。

基本的考え方1

平成 23年度第 3次補正予算については、
1 東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興等を強力
に推進するとともに、東日本大震災を教訓として、災害に強い
社会基盤整備をはじめとする国民生活の安全・安心の確保に向
けた取組を緊急に進めるために必要な経費
2 台風 12号等により被害を受けた公共施設等の災害復旧等に
必要な経費
を計上する こととする。
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2. 災害復旧関係費(東日本大震災関係を除く)
1. 9 7 5億円

O公共土木施設等
O既設公曽住宅等
O空港
O航路標識
O海上保安施設

1. 9 70億円
2{;意円

1億円
1 j意円

1 j，意同

※計数は四捨五人の関係で端数において合計と一致しない場合がある。

基本的考え方1

平成 23年度第 3次補正予算については、

1 東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興等を強力

に推進するとともに、東日本大震災を教訓として 9 災害に強い
社会基盤整備をはじめとする国民生活の安全・安心の確保に向
けた取組を緊急に進めるために必要な経費

2 台風 12号等により被害を受けた公共施設等の災害復旧等に
必要な経費
を計ょすることとする。



E 復興

1.被災者の住宅の確保等

(1)災害復興住宅融資

国費 135.800百万円，. -. ーーー ー ーー・ー ーーーーー--・--ーーーーーー ー ーーーーーーーーーーーーー ー 、

住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資 (2.5万戸)において融資金利 i
Lの引下げ(当初5年聞は0%等)等を継続。)

(2)既往貸付者に係る返済方法の変更

国費 14.900百万円
('-ーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-----ーーーーーー----ーーーーー一一一一一一一一一一一ーーーーー 、

住宅金融支援機構の既往貸付者に係る返済期IlIJ等の延長及び払込猶予期間中 l

Lの針附下げ指世を継続等。)

(3)サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

一周一周現-F:PPPP71円r------
! 被災地における高齢者の居住の安定を機保するため、サービス付き高齢者向:
;け住宅の整備に対し支援。 ; 

→ J 

(4 )木造の長期優良住宅の供給推進

図 哩費 F:PPPP方円
('-ーーーー

i 来日本大藤災の被災地における、中小住宅生雄者により供給される地域材等 i
L?活用し竺??戸良住宅の述ヂ附ケ補助。 ー ー J 

( 5 )災害公営住宅の供給推進調査

ーー圏-eEft-ー--PPPFFJ君円
f 

国が、地方公共団体等と連携して、地域特性等を踏まえた住宅の供給手法等 l

Uプ いて検討・普及を行うなどにより、災害公営住宅の円滑な供給等を支援. ) 

(6)フラット 358による住宅の省エネ化の推進

国費 15.900百万円
r一一ー一一一ー---ーーーーーーーーー ----ーーーーーーーーーーーーー---------._---------------._---、

住宅金徽支援機械のフラット 358について、省エネ住宅に対する当初5年

i間の金利引下げ幅の鉱大措置(被災地はb.l.0%、被災地以外はb.O. 7 %) 
i を実施。 [~IJ紙②参照l j
、一ー
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(7)住宅エコポイントによる住宅の省ヱネ化の推進

国費 72. 300百万円

(※他に環境省分がある)
f 、
i 住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の i
l復興支援を図るため、木年7月末に終了した住宅エコポイントを再開。

[ ~rJ紙③参照l
¥..._-------

(8)住宅 ・建築物のゼロ エネルギー化等の推進

固ま主 1.000百万円
~ ------------------- ---ー ーー ー 白畑ー ーー 町、
被災地において、住宅・建築物のゼロ・エネノレギー化等に取り組むリーディ l

lングプロジェタ ト等に対し補助。 、 : 
J 

(7)住宅エコポイン トによる住宅の省ヱネ化の推進

固貨 72. 300百万円

(※他に環境省分がある)
f 、
i 住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の i
l復興支援を図るため、本年7月末に終了した住宅エコポイントを再開。

[別紙③参l出l
l.ーー

(8)住宅 ・建築物のゼロ 目エネルギー化等の推進

国費 1，000百万円
r----------------------ーーーーーーー ー町、

被災地において、住宅・建築物のゼロ ・エネルギ}化等に取り組むリーディ i

lングプロジェタ ト等に対し補助。 l 
J 
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(独)住宅金融支援機構 フラット35Sの金利引下げ幅の拡大

東日本大震災からの復興及び省エネルギー性が優れた住宅の取得促進による省CO2対策の推進を図るため、
優良な住宅に係るフラット35の金利を引下げるフラット358について、省エネルギー性が優れた住宅を取得する場合の
金利引下げ幅を拡大する。

【補正予算成立日以降から1年程度の措置】

:0東日本大豆災の被災地について、フラット358で省エネルギ一性が優れた住宅を取得する場合は、
当盈豆生園の金利引下げ幅を0.3%から1.0%1こ並大する。

:0被築地以外の地域について、フラット358で省エネルギー性が優れた住宅を取得する場合は、
当量皇生園の金利引下げ幅を0.3%から0.7%1こ誌大する。

金利引下げ期間

S年 10年

金利引下げ期間

5年 20年

%

%
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引
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41.0.3% 

7% 

被災地以外ではAO.7% 

※ 長期優良住宅等とは、以下のいずれかを満たす住宅
フラット358(20年金利引下げタイプ〕の省エネルギー性
フラット358(20年金串l引下げ告イブ)の耐久性可変性
フラット358(20年金利引下げ合イブ)の耐震性かっフラット358の省エネルギ性
フラット358(20年金利引下げ告イプ)のバリアフリー性かつフラット358の省エネルギー性

(参考)コラット35Sの省エネルギー性以外の要件を満たす住宅に係る措置 (H23.1O~H24.3末〕

省エネルギー性以外 長期優良住宅等 Jーの

利金 金利引下げ期間 金利害|下げ期間

1 0年 20年
弓l

E73id U| 23%TI 
下

幅11 

〔注)H24年度I立、.60.3%の金利引下げ期間を
当初10年から当初5年に変更する。
(長期優良住宅等については、当初20年から当初10年〕

。J-



住宅工コポイントの再開

住宅市場の活性化と住宅の省エネ化を推進しつつ、あわせて東日本大震災の復興支援を図るため、

本年7月末に終了した住宅エコポイント(※)を再開する。
(※)住宅エコポイント;環境性能の高いエコ住宅の新築やエコリフォームに対しポイント〔多様な商品サービスに交換可能なポイント)を発行する制度。

い-----;:="=:t:= 
O;:;:;::-..!-.":河!

園 ポイントの発行対象

工コ住宅の新築

<工事内容>
①省エネ法のトyプランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅

②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
(なお、太陽熱利用システムを設置する場合!立、ポレイントを加算)

工コリフォーム
く工事内容>

窓の改修工事、外壁、天井・屋複文は床の改修工事

く断熱改修の例>
一寸 一一τぐ--.nr-1。，

エコリフォームに併せて、以下の工事等
を行う場合Iま、ポイントを加算

: [ パリアフリー工事 l 
i 省エネ住宅設備の設置 i 
l 耐震改修工事 l 
lリ万一ム臨蛾への加入 l

※対象期聞は1年問。開始時期については調整中。

圃 ポイント数

工コ住宅の新築
被災地の経済活性化を進めるため、被災地のポイント

をその他地域の倍に。

被災地 1戸当たり30万P
その他地域 1/ 15万P

※太陽熱利用システムをE笠置する場合、2万Pを加算

工コリフォーム
省エネ改修

工事内容に応じて2千-10万P

バリアフリー改修(5万P限度)
工事肉容に応じて5干-2万5千P

省エネ住宅設備設置(太陽熱利用シ
ステム・節水型トイレ・古断熱浴槽)
一律2万P

リフォーム預庇保険加入
一律1万P

耐震改修 15万P

1戸あたり
ー 30万Pが
限度

「
土 別途加算

- 商品交換
ポイツト利用の1/2を 「被災地産品Jや
「被災地への義援金・募金」など被災地の
支援・活性化仁資するちのに限定。
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住宅エコポイントの再開について

現行制度 再開後現行制度

復興支援・住宅エコポイント
（住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、被災地復興支援）

再開後

通 称
（目的）

住宅エコポイント
（住宅の省エネ化、住宅市場の活性化）

ただし、太陽熱利用システム設置の場合、２万ポイント加算

＜工事内容＞
①省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

エコ住宅の新築 ： 全国一律30万ポイント

ただし、太陽熱利用システム設置の場合、２万ポイント加算

＜工事内容＞

エコ住宅の新築 ： 被災地は30万ポイント
被災地以外は１５万ポイント

①省エネ法のトップランナ 基準相当の住宅
②省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅 ①省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

②省エネ基準（平成11年基準）を満たす木造住宅

エコリフォーム ： 工事内容に応じ2千～10万ポイント
（上限30万ポイント※）

＜工事内容＞
エコリフォーム ： 工事内容に応じ2千～10万ポイント

（上限30万ポイント）

ポイント
発行対象

び

＜工事内容＞
○窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

＜断熱改修の例＞
複層ガラスへの交換 天井の断熱改修

（上限30万ポイント）
＜工事内容＞
○窓の改修工事、外壁、天井・屋根又は床の改修工事

＜断熱改修の例＞
複層ガラスへの交換 天井の断熱改修

及び
ポイント数

○併せて以下の工事等を行う場合はポイントを加算
○併せて以下の 事等を行う場合はポイントを加算

バリアフリー工事：上限5万ポイント

省エネ住宅設備の設置：2万ポイント

耐震改修工事：15万ポイント※

○併せて以下の工事等を行う場合はポイントを加算

バリアフリー工事：上限5万ポイント
工事内容に応じ5千～2万5千ポイント

省エネ住宅設備の設置：2万ポイント

※耐震改修工事はポイントを別途加算（上限４５万ポイント）

耐震改修工事：15万ポイント※

リフォーム瑕疵保険加入：1万ポイント

省エネ住宅設備の設置：2万ポイント
（太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽）
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○様々な商品との交換や追加工事の費用等に交換 ○「環境」と「被災地支援」に重点化
○「被災地支援」にポイントの半分以上を充当

省エネ・環境配慮商品 都道府県型の地域産品 省エネ・環境配慮商品

ポイント交換
対象商品

省エネ 環境配慮商品 都道府県型の地域産品

全国型の地域産品 商品券・プリペイドカード

地域型の商品券 環境寄附

被災地への義援金・寄附 追加工事への即時交換

省エネ 環境配慮商品

環境寄附

被災地への義援金・寄附 追加工事への即時交換
対象商品

被災地の産品・製品 被災地の商品券等

※全国型の商品券・プリペイドカード、被災地以外
の地域産品・商品券への交換は行わない。

※被災地の産品 製品 被災地の商品券等

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び
助成に関する法律 に基づく「特定被災区域

※被災地の産品・製品、被災地の商品券等
の要件については別途定める。

新築： 平成23年10月21日※～平成24年10月31日
工事対象期間

新築 ： 平成21年12月8日※～平成23年7月31日

助成に関する法律」に基づく「特定被災区域」
※岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・
埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部（10県221市町村）

被災地の定義 ―

平成24年1月中旬（調整中）～
新築

新築 平成 年 月 平成 年 月
（※第3次補正予算案閣議決定日）

リフォーム ： 平成23年11月21日～平成24年10月31日

工事対象期間
（着工又は工事着手）

新築 平成 年 月 平成 年 月
（※「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定日）

リフォーム ： 平成22年1月1日～平成23年7月31日

新築：
戸建住宅 ～平成25年4月30日
共同住宅等（階数10以下） ～平成25年10月31日
共同住宅等（階数11以上） ～平成26年10月31日

リフォーム： ～平成25年1月31日
ポイント発行
申請期間

平成22年3月8日～
新築：
戸建住宅 ～平成24年6月30日
共同住宅等（階数10以下） ～平成24年12月31日
共同住宅等（階数 以上） 平成 年 月

リフォ ム： 平成25年1月31日
ただし、共同住宅等（階数10以下）で耐震改修を行うもの

～平成25年10月31日
共同住宅等（階数11以上）で耐震改修を行うもの

～平成26年10月31日

申請期間
共同住宅等（階数11以上） ～平成25年12月31日

リフォーム： ～平成24年3月31日
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